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定   款  

 

 

     第 １ 章    総    則       

 

（ 商 号 ）  

第 １ 条  当 会 社 は 、 株 式 会 社 小 田 原 エ ン ジ ニ ア リ ン グ と 称 し 、 英 文

で は 、 O D A W A R A  E N G I N E E R I N G  C O . ,  L T D .  と 表 示 す る 。  

 

（ 目 的 ）  

第 ２ 条  当 会 社 は 、 次 の 事 業 を 営 む こ と を 目 的 と す る 。  

1  自 動 制 御 装 置 、 工 作 機 械 、 ロ ボ ッ ト 装 置 、 治 工 具 、 搬 送 装 置

等 の 設 計 製 作 お よ び 販 売  

2  各 種 自 動 巻 線 製 造 機 械 お よ び 各 種 自 動 組 立 機 械 の 設 計 製 作 な

ら び に 販 売  

3  電 気 機 械 器 具 の 製 造 な ら び に 売 買  

4  送 風 機 、 モ ー タ ー 、 減 速 機 、 照 明 器 具 関 連 機 械 の 製 作 、 売 買

な ら び に 賃 貸 借  

5  ユ ニ ッ ト バ ス 、 キ ッ チ ン 、 ト イ レ 用 換 気 扇 等 住 宅 設 備 機 器 の

製 造 な ら び に 売 買  

6  介 護 用 品 お よ び 介 護 機 器 の 製 造 な ら び に 売 買  

7  自 動 車 用 品 、 自 動 車 用 附 属 品 の 製 造 な ら び に 売 買  

8  各 種 換 気 装 置 、 換 気 装 置 附 属 品 の 製 造 、 売 買 な ら び に 設 置  

9  輸 送 運 搬 機 用 品 お よ び 同 附 属 品 の 製 造 な ら び に 売 買  

1 0  前 各 号 に か か わ る 輸 出 入 業 務  

1 1  前 2～ 8号 に 掲 げ る 物 品 の リ ー ス 、 レ ン タ ル お よ び 仲 介  

1 2  有価証券の売買、保有および投資 

1 3  動 産 お よ び 不 動 産 の 賃 貸 業 務  

1 4  前 各 号 に 附 帯 す る 一 切 の 事 業  
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（ 本 店 の 所 在 地 ）  

第 ３ 条  当 会 社 は 、 本 店 を 神 奈 川 県 足 柄 上 郡 松 田 町 に 置 く 。  

 

（ 機 関 ）  

第 ４ 条  当 会 社 は 、株 主 総 会 お よ び 取 締 役 の ほ か 、次 の 機 関 を 置 く 。  

( 1 )  取 締 役 会  

( 2 )  監 査 役  

( 3 )  監 査 役 会  

( 4 )  会 計 監 査 人  

 

（ 公 告 方 法 ）  

第 ５ 条  当 会 社 の 公 告 は 、 電 子 公 告 と す る 。 た だ し 、 事 故 そ の 他 の

や む を 得 な い 事 由 に よ っ て 電 子 公 告 に よ る 公 告 を す る こ と が で き

な い 場 合 は 、 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 し て 行 う 。  

 

 

     第 ２ 章    株    式       

 

（ 発 行 可 能 株 式 総 数 ）  

第 ６ 条  当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、 1 5 , 7 5 7 , 6 0 0株 と す る 。  

 

（ 自 己 の 株 式 の 取 得 ）  

第 ７ 条  当 会 社 は 、会 社 法 第 1 6 5条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、取 締 役 会 の

決 議 に よ っ て 市 場 取 引 等 に よ り 自 己 の 株 式 を 取 得 す る こ と が で き

る 。  

 

（ 単 元 株 式 数 ）  

第 ８ 条  当 会 社 の 単 元 株 式 数 は 、 1 0 0株 と す る 。  
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（ 単 元 未 満 株 式 に つ い て の 権 利 ）  

第 ９ 条  当 会 社 の 株 主 は 、 そ の 有 す る 単 元 未 満 株 式 に つ い て 、 次 に

掲 げ る 権 利 以 外 の 権 利 を 行 使 す る こ と が で き な い 。  

( 1 )   会 社 法 第 1 8 9条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 権 利  

( 2 )   会 社 法 第 1 6 6条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る 権 利  

( 3 )  株 主 の 有 す る 株 式 数 に 応 じ て 募 集 株 式 の 割 当 て お よ び 募 集  

新 株 予 約 権 の 割 当 て を 受 け る 権 利  

 

（ 株 主 名 簿 管 理 人 ）  

第 1 0条  当 会 社 は 、 株 主 名 簿 管 理 人 を 置 く 。  

２  株 主 名 簿 管 理 人 お よ び そ の 事 務 取 扱 場 所 は 、 取 締 役 会 の 決 議

に よ っ て 定 め 、 こ れ を 公 告 す る 。  

３  当 会 社 の 株 主 名 簿 お よ び 新 株 予 約 権 原 簿 の 作 成 な ら び に 備 置

き そ の 他 の 株 主 名 簿 お よ び 新 株 予 約 権 原 簿 に 関 す る 事 務 は 、 こ れ

を 株 主 名 簿 管 理 人 に 委 託 し 、 当 会 社 に お い て は 取 扱 わ な い 。  

 

（ 株 式 取 扱 規 程 ）  

第 1 1条  当 会 社 の 株 式 に 関 す る 取 扱 い お よ び 手 数 料 は 、 法 令 ま た は

本 定 款 の ほ か 、 取 締 役 会 に お い て 定 め る 株 式 取 扱 規 程 に よ る 。  

 

 

     第 ３ 章    株  主  総  会  

 

（ 招 集 時 期 ）  

第 1 2条  当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 は 、 毎 年 ３ 月 に 招 集 し 、 臨 時 株 主 総

会 は 、 必 要 が あ る 場 合 に 随 時 こ れ を 招 集 す る 。  

 

（ 定 時 株 主 総 会 の 基 準 日 ）  

第 1 3条  当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 の 議 決 権 の 基 準 日 は 、 毎 年 1 2月 3 1日

と す る 。  
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（ 招 集 権 者 お よ び 議 長 ）  

第 1 4条   株 主 総 会 は 、 取 締 役 社 長 が こ れ を 招 集 し 、 議 長 と な る 。  

２  取 締 役 社 長 に 事 故 が あ る と き は 、 取 締 役 会 に お い て あ ら か じ

め 定 め た 順 序 に 従 い 、 他 の 取 締 役 が こ れ に 当 た る 。  

 

（ 電 子 提 供 措 置 等 ）  

第 1 5条  当 会 社 は 、 株 主 総 会 の 招 集 に 際 し 、 株 主 総 会 参 考 書 類 等 の

内 容 で あ る 情 報 に つ い て 、 電 子 提 供 措 置 を と る も の と す る 。  

 ２  当 会 社 は 、 電 子 提 供 措 置 を と る 事 項 の う ち 法 務 省 令 で 定 め る

も の の 全 部 ま た は 一 部 に つ い て 、 議 決 権 の 基 準 日 ま で に 書 面 交 付

請 求 し た 株 主 に 対 し て 交 付 す る 書 面 に 記 載 し な い こ と が で き る 。  

 

（ 決 議 の 方 法 ）  

第 1 6条   株 主 総 会 の 決 議 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る

場 合 を 除 き 、 出 席 し た 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決

権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。  

２  会 社 法 第 3 0 9条 第 ２ 項 の 定 め に よ る 決 議 は 、議 決 権 を 行 使 す る

こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の ３ 分 の １ 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、

そ の 議 決 権 の ３ 分 の ２ 以 上 を も っ て 行 う 。  

 

（ 議 決 権 の 代 理 行 使 ）  

第 1 7条  株 主 は 、 当 会 社 の 議 決 権 を 有 す る 他 の 株 主 １ 名 を 代 理 人 と

し て 、 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 株 主 ま た は 代 理 人 は 、 株 主 総 会 ご と に 代 理 権 を 証 明 す

る 書 面 を 当 会 社 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 議 事 録 ）  

第 1 8条  株 主 総 会 に お け る 議 事 の 経 過 の 要 領 お よ び そ の 結 果 な ら び

に そ の 他 法 令 に 定 め る 事 項 に つ い て は 、 こ れ を 議 事 録 に 記 載 ま た

は 記 録 す る 。  
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     第 ４ 章    取 締 役 お よ び 取 締 役 会  

 

（ 取 締 役 の 員 数 ）  

第 1 9条  当 会 社 の 取 締 役 は 、 1 0名 以 内 と す る 。  

 

（ 取 締 役 の 選 任 方 法 ）  

第 2 0条  取 締 役 は 、 株 主 総 会 に お い て 選 任 す る 。  

２  取 締 役 の 選 任 決 議 は 、 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の

議 決 権 の ３ 分 の １ 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 過 半

数 を も っ て 行 う 。  

３  取 締 役 の 選 任 決 議 は 、 累 積 投 票 に よ ら な い も の と す る 。  

 

（ 取 締 役 の 任 期 ）  

第 2 1条  取 締 役 の 任 期 は 、 選 任 後 ２ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う

ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。  

２  補 欠 ま た は 増 員 に よ り 選 任 さ れ た 取 締 役 の 任 期 は 、 他 の 在 任

取 締 役 の 任 期 の 満 了 す る 時 ま で と す る 。  

 

（ 代 表 取 締 役 お よ び 役 付 取 締 役 ）  

第 2 2条  取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て 代 表 取 締 役 を 選 定 す る 。  

２  取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て 取 締 役 会 長 、 取 締 役 社 長 を 各

１ 名 、 取 締 役 副 社 長 、 専 務 取 締 役 お よ び 常 務 取 締 役 各 若 干 名 を 選

定 す る こ と が で き る 。  

３  取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て 顧 問 お よ び 相 談 役 各 若 干 名 を

置 く こ と が で き る 。  

 

（ 取 締 役 会 の 招 集 権 者 お よ び 議 長 ）  

第 2 3条   取 締 役 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め あ る 場 合 を 除 き 、 取 締 役 社

長 が 招 集 し 、 議 長 と な る 。  

２  取 締 役 社 長 に 欠 員 ま た は 事 故 が あ る と き は 、 取 締 役 会 に お い

て あ ら か じ め 定 め た 順 序 に 従 い 、他 の 取 締 役 が 取 締 役 会 を 招 集 し 、

議 長 と な る 。  
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（ 取 締 役 会 の 招 集 通 知 ）  

第 2 4条  取 締 役 会 の 招 集 通 知 は 、 会 日 の ３ 日 前 ま で に 各 取 締 役 お よ

び 各 監 査 役 に 対 し て 発 す る 。 た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る と き は 、

こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。  

２  取 締 役 お よ び 監 査 役 の 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、 招 集 の 手 続

き を 経 な い で 取 締 役 会 を 開 催 す る こ と が で き る 。  

 

（ 取 締 役 会 の 決 議 の 省 略 ）  

第 2 5条  当 会 社 は 、 議 決 に 加 わ る こ と の で き る 取 締 役 の 全 員 が 取 締

役 会 の 決 議 事 項 に つ い て 、 書 面 ま た は 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意 し た

と き は 、当 該 決 議 事 項 を 可 決 す る 旨 の 決 議 が あ っ た も の と み な す 。

た だ し 、 監 査 役 が 異 議 を 述 べ た と き は こ の 限 り で な い 。  

 

（ 取 締 役 会 の 議 事 録 ）  

第 2 6条  当 会 社 は 、 法 令 の 定 め に 従 い 取 締 役 会 の 議 事 録 を 作 成 す る

も の と す る 。  

 

（ 取 締 役 会 規 程 ）  

第 2 7条  取 締 役 会 に 関 す る 事 項 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か 、 取 締

役 会 に お い て 定 め る 取 締 役 会 規 程 に よ る 。  

 

（ 報 酬 等 ）  

第 2 8条  取 締 役 の 報 酬 、 賞 与 そ の 他 の 職 務 執 行 の 対 価 と し て 会 社 か

ら 受 け る 財 産 上 の 利 益 （ 以 下 、 「 報 酬 等 」 と い う 。 ） は 、 株 主 総

会 の 決 議 に よ っ て 定 め る 。  

 

（ 取 締 役 の 責 任 免 除 ）  

第 2 9条  当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、 取 締 役 （ 取 締 役 で あ

っ た 者 を 含 む 。）の 会 社 法 第 4 2 3条 第 １ 項 の 賠 償 責 任 に つ い て 、法

令 に 定 め る 要 件 に 該 当 す る 場 合 に は 、 賠 償 責 任 額 か ら 法 令 に 定 め

る 最 低 責 任 限 度 額 を 控 除 し て 得 た 額 を 限 度 と し て 免 除 す る こ と が

で き る 。  
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 ２  当 会 社 は 、 取 締 役 （ 業 務 執 行 取 締 役 等 で あ る も の を 除 く 。 ）

と の 間 で 、会 社 法 第 4 2 3条 第 １ 項 の 賠 償 責 任 に つ い て 、法 令 に 定 め

る 要 件 に 該 当 す る 場 合 に は 、 賠 償 責 任 を 限 定 す る 契 約 を 締 結 す る

こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 契 約 に 基 づ く 賠 償 責 任 の 限 度 額 は 、

法 令 の 定 め る 最 低 責 任 限 度 額 と す る 。  

 

 

     第 ５ 章    監 査 役 お よ び 監 査 役 会  

 

（ 監 査 役 の 員 数 ）  

第 3 0条  当 会 社 の 監 査 役 は 、 ４ 名 以 内 と す る 。  

 

（ 監 査 役 の 選 任 方 法 ）  

第 3 1条  監 査 役 は 、 株 主 総 会 に お い て 選 任 す る 。  

２  監 査 役 の 選 任 決 議 は 、 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の

議 決 権 の ３ 分 の １ 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 過 半

数 を も っ て 行 う 。  

 

（ 監 査 役 の 任 期 ）  

第 3 2条  監 査 役 の 任 期 は 、 選 任 後 ４ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う

ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。  

２  補 欠 監 査 役 の 予 選 の 効 力 は 、 選 任 後 ４ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業

年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 開 始 の 時 ま で と す

る 。  

３  任 期 満 了 前 に 退 任 し た 監 査 役 の 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 監 査 役

の 任 期 お よ び 補 欠 監 査 役 が 監 査 役 に 就 任 し た 場 合 の 任 期 は 、 退 任

し た 監 査 役 の 任 期 の 満 了 す る 時 ま で と す る 。 た だ し 、 補 欠 監 査 役

が 監 査 役 に 就 任 し た 場 合 は 、 当 該 補 欠 監 査 役 と し て 選 任 後 ４ 年 以

内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の

終 結 の 時 を 超 え る こ と は で き な い 。   
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（ 常 勤 の 監 査 役 ）  

第 3 3条  監 査 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て 常 勤 の 監 査 役 を 選 定 す る 。  

 

（ 監 査 役 会 の 招 集 通 知 ）  

第 3 4条  監 査 役 会 の 招 集 通 知 は 、 会 日 の ３ 日 前 ま で に 各 監 査 役 に 対

し て 発 す る 。 た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る と き は 、 こ の 期 間 を 短 縮

す る こ と が で き る 。  

２  監 査 役 の 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、 招 集 の 手 続 き を 経 な い で

監 査 役 会 を 開 催 す る こ と が で き る 。  

 

（ 監 査 役 会 の 議 事 録 ）  

第 3 5条  当 会 社 は 、 法 令 の 定 め に 従 い 監 査 役 会 の 議 事 録 を 作 成 す る

も の と す る 。  

 

（ 監 査 役 会 規 程 ）  

第 3 6条  監 査 役 会 に 関 す る 事 項 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か 、 監 査

役 会 に お い て 定 め る 監 査 役 会 規 程 に よ る 。  

 

（ 報 酬 等 ）  

第 3 7条  監 査 役 の 報 酬 等 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る 。  

 

（ 監 査 役 の 責 任 免 除 ）  

第 3 8条  当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、 監 査 役 （ 監 査 役 で あ

っ た 者 を 含 む 。）の 会 社 法 第 4 2 3条 第 １ 項 の 賠 償 責 任 に つ い て 、法

令 に 定 め る 要 件 に 該 当 す る 場 合 に は 、 賠 償 責 任 額 か ら 法 令 に 定 め

る 最 低 責 任 限 度 額 を 控 除 し て 得 た 額 を 限 度 と し て 免 除 す る こ と が

で き る 。  

 ２  当 会 社 は 、監 査 役 と の 間 で 、会 社 法 第 4 2 3条 第 １ 項 の 賠 償 責 任

に つ い て 、 法 令 に 定 め る 要 件 に 該 当 す る 場 合 に は 、 賠 償 責 任 を 限

定 す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 契 約 に 基 づ く

賠 償 責 任 の 限 度 額 は 、 法 令 の 定 め る 最 低 責 任 限 度 額 と す る 。  
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     第 ６ 章    計    算       

 

（ 事 業 年 度 ）  

第 3 9条  当 会 社 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 １ 月 １ 日 か ら 1 2月 3 1日 ま で の  

１ 年 と す る 。  

 

（ 剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日 ）  

第 4 0条  当 会 社 の 剰 余 金 の 期 末 配 当 の 基 準 日 は 、 毎 年 1 2月 3 1日 と す

る 。  

 ２  当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、 毎 年 ６ 月 3 0日 を 基 準 日

と し て 中 間 配 当 を す る こ と が で き る 。  

 

（ 配 当 金 の 除 斥 期 間 等 ）  

第 4 1条  配 当 財 産 が 金 銭 で あ る 場 合 は 、 そ の 支 払 開 始 の 日 か ら 満 ３

年 を 経 過 し て も 受 領 さ れ な い と き は 、 当 会 社 は そ の 支 払 の 義 務 を

免 れ る も の と す る 。  

２  前 項 の 金 銭 に は 利 息 を 付 け な い も の と す る 。  

 

（ 附 則 ）  

１ .  定 款 第 1 5条 の 変 更 は 、 会 社 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 元

年 法 律 第 7 0号 ） 附 則 第 １ 条 た だ し 書 き に 規 定 す る 改 正 規 定 の 施 行

の 日 で あ る 2 0 2 2年 ９ 月 １ 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う ） か ら 効 力 を

生 ず る も の と す る 。  

２ .  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 行 日 か ら ６ か 月 以 内 の 日 を 株 主

総 会 の 日 と す る 株 主 総 会 に つ い て は 、 定 款 第 1 5条 （ 株 主 総 会 参 考

書 類 等 の イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 と み な し 提 供 ）は な お 効 力 を 有 す る 。 

３ .  本 附 則 は 、 施 行 日 か ら ６ か 月 を 経 過 し た 日 ま た は 前 項 の 株 主

総 会 の 日 か ら ３ か 月 を 経 過 し た 日 の い ず れ か 遅 い 日 後 に こ れ を 削

除 す る 。  
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           改    定  

 

    改  定  期  日  

１ ． 平 成 ２ 年 ６ 月 17日   改 訂  

２ ． 平 成 ２ 年 10月 12日   改 訂  

３ ． 平 成 ２ 年 10月 12日   改 訂  

４ ． 平 成 ２ 年 11月 ８ 日   改 訂  

５ ． 平 成 ３ 年 ３ 月 27日   改 訂  

６ ． 平 成 ４ 年 ３ 月 27日   改 訂  

７ ． 平 成 ６ 年 ３ 月 30日   改 訂  

８ ． 平 成 1 1年 ３ 月 3 0日   改 訂  

９ ． 平 成 1 4年 ３ 月 2 8日   改 訂  

1 0． 平 成 1 5年 ３ 月 2 8日   改 訂  

1 1． 平 成 1 6年 ３ 月 3 0日   改 訂  

1 2． 平 成 1 9年 ３ 月 2 9日   改 訂  

1 3． 平 成 2 1年 ３ 月 2 7日   改 訂  

1 4． 平 成 2 2年 ３ 月 3 0日   改 訂  

1 5． 平 成 2 3年 1 1月 １ 日   改 訂  

1 6． 平 成 2 5年 ３ 月 2 8日   改 訂  

1 7． 平 成 2 5年 1 0月 １ 日   改 訂  

1 8． 平 成 2 7年 ３ 月 2 7日   改 訂  

1 9． 平 成 2 8年 ３ 月 3 0日   改 訂  

2 0． 令 和 ４ 年 ３ 月 3 0日   改 訂  

 

 


